
七宗町

移住定住奨励金

ひちそうちょう

七宗町に移住した方に対して奨励金が支給されます

七宗町では、人口増加による地域の活性化を図るために、平成２４年４月１日から

移住定住

※世帯主が５０歳以下が対象

ただし、世帯主が５１歳以上であっても

中学生以下の子供がいる場合は対象とする

２５万円

住宅取得
世帯主が５０歳以下

購入価格の１/２（上限５０万円）

世帯主が５１歳以上

住宅新築

町内事業者による新築

１００万円

町外事業者による新築

詳しくは裏面をご覧ください

令和８年２月１日 改訂

条


